
期限条件は令和１１年３月２６日までとする。

令和８年３月２７日

東京税関長　　松　重　　友　啓　　

本社

通 関 業 の 許 可 に つ い て

代表取締役　顧　俊　

通関業者名

　標記のことについて、通関業法第３条の規定に基

づき、下記のとおり公告する。

記

掲 示 第１２５号

東京都港区海岸1-9-1　浜離宮インターシティ11階

Ｊ Ｃ Ｎ 7010401069841

新世紀海運株式会社

令和８年３月２７日

所 在 地

代 表 者

主たる営業所名

所 在 地

許可年月日

条 件

浜離宮インターシティ11階
東京都港区海岸1-9-1


